
20210915_【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応

について（その 58：NCR における COVID-19 対応のための警戒レベル・システムのパイロット

実施に関するガイドライン、NCR の警戒レベル４の発表（9 月 14 日）） 

 

【ポイント】 

●9 月 14 日、フィリピン政府は、マニラ首都圏（NCR）において 9 月 16 日から試験的に開始

される、COVID-19 対応のための警戒レベル・システムに関するガイドラインを発表しました。 

●なお、ビサヤ地区への適用はありません。 

  

【本文】 

9 月 14 日、フィリピン政府は、マニラ首都圏（NCR）において 9 月 16 日から開始される、

COVID-19 対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを発表し

ました。そのガイドラインによる警戒レベルの基準プロトコル等は以下のとおり。 

また、9 月 16 日からの NCR における警戒レベルは、レベル 4 に指定したことも発表しまし

た。 

 

１ COVID-19 のための警戒レベル・システム基準 

（１）COVID-19 の疾患のリスクを管理し、最小化することを目的として、都市全体及び地方自

治政府で COVID-19 に対処するための新たなコミュニティ隔離措置となる。また、新しい科学

的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。 

 

 ア 警戒レベル１：症例の伝播が低く、減少しており、総病床使用率および集中治療室の使用

率が低い区域。 

イ 警戒レベル２：症例の伝播が低く、減少しており、医療利用率が低いまたは症例数が少な

いが増加している。さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が

増加している区域。 

ウ 警戒レベル 3：症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室

使用率が増加している区域。 

エ 警戒レベル４：症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治

療室使用率が高い区域。 

オ 警戒レベル５：症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率

が危機的なレベルとなっている区域。 

 

（２）地方自治政府（LGU）によって「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベ

ルの検疫を、「局所（細分化された）ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣

言される。 



 

（３）最小公衆衛生基準（MPHS）は、保健省（DOH）行政命令第 2021-0043 号または施設の

安全な再開のための最小公衆衛生基準に関するオムニバス・ガイドラインに準拠した、非薬品介

入（NPI）を実施することにより、すべての設定にわたる COVID-19 対応の緩和策に関する国、

地方、およびセクター固有のガイドラインを指す。この用語は、個人及びコミュニティが、集団

内の感染率、接触率、および感染期間を減少させるために実施できる、ワクチン、投薬、または

その他の医薬品介入を伴わないコミュニティ緩和戦略、または公衆衛生対策の特定の NPI も含

むものとする。 

 

2 COVID-19 対応の警戒レベル・システム（一般的なガイドライン） 

保健省（DOH）は、パイロット区域の警戒レベルを特定する。パイロット区域の分類は、特に

明記されていない限り、毎週行い、宣言されたアラートレベルと一致するプロトコルに従うもの

とする。 

 ワクチン接種状況や COVID-19 検査結果が陰性であるかどうかに関係なく、COVID-19 の可

能性があり、確認された症例の濃厚接触者は、DOH によって設定された隔離および検疫プロト

コルに従って 14 日間の隔離を行う。 

 

３ COVID-19 対応の警戒レベル・システム（レベル毎のプロトコル) 

（１）警戒レベル５の区域は、オムニガス・ガイドラインで規定されている ECQ のガイドライ

ンを遵守する。 

 

（２）警戒レベル４の区域は、次のプロトコルを遵守する。 

ア 次の者は外出することはできない。ただし、必要不可欠の商品・サービスを入手するため、

許可された職種・職場で働くための移動は許可される。 

(i) 18 歳未満の者 

(ii) 65 歳以上の者 

(iii) 免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者 

  (iv) 妊婦 

 

イ 地域間の移動は、上記アの外出が許可されていない者以外、目的地の LGU にて課される

規則に従って許可される。 

 

ウ 屋外運動は、全ての年齢層及び健康上のリスクがある者、ワクチン接種の有無にかかわら

ずに許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。ただし、フェイス・マ

スクの着用、予防措置、ソーシャル・ディスタンス等のプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳

密に遵守する必要がある。 



 

エ 感染のリスクが高いと判断する以下の施設及び活動は許可されない。 

 a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショーや展

示。 

b. 会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントの運営のための

屋内会場。 

c. 映画館などの屋内娯楽施設、カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場など

のライブパフォーマーがいる会場。 

d. 屋外および屋内の遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルーム、

子供用乗り物などの子供向け遊園地。 

e. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリン

グ場などの屋内レクリエーション施設。 

f. すべてのレベルでの屋内限定の対面授業、試験、およびその他の教育関連活動。ただし、

IATF および/または大統領行政府によって承認されたものを除く。 

g. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施設の運

営。ただし、IATF または大統領府の許可がある場合を除く。 

h. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーテ

ィー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワー、パレード、行

列（行進）、車列、肉親以外の者との住居での集会などの社交イベント。 

i. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはその他の

屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。 

j. すべてのコンタクトスポーツ。ただし、IATF によって採用され、開催される LGU によっ

て承認された関連ガイドラインの下で規定されているバブルタイプのセットアップで行われる

ものを除く。 

k. メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリ

ニック、メイクアップ・サロン、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティ

ックセンター、およびその他の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービス。鍼灸および電気

メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。また、日焼けサービス、ボディピアス、タ

トゥー、および同様のサービスを提供する施設も含まれる。これらの活動のためのホームサービ

スは同様に許可されない。 

l. ステイケーションなど、観光省（DOT) の専門市場。 

 

オ レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋外での食事サービスは、ワクチン接種

の有無にかかわらず定員の最大 30%までの座席数で、屋内食事サービスは 10%の定員または座

席数で許可される。ただし、屋内でのサービスは、完全に COVID-19 のワクチン接種を受けた者

へのサービス提供に限る。また、LGU により定員数を減らす可能性がある。 



 

カ 理髪店、ヘア・スパ、ネイル・スパ、ビューティー・サロンなどのパーソナル・ケア・サ

ービスは、LGU からの反対がない限り、屋外サービスは定員の最大 30％まで、屋内サービスは

10％の定員または座席数で許可される。ただし、屋内でのサービスは完全に COVID-19 のワク

チン接種を受けた者へのサービス提供に限る。また、顧客を含めフェイス・マスクを常時着用す

る。 

 

キ 宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる LGU からの反対がない限り、屋外集会は会場

の収容人数の最大 30%まで、屋内での集会は最大 10％の定員または座席数で許可される。ただ

し、屋内での集会は、完全に COVID-19 のワクチン接種を受けた者が集会に参加できる。また、

屋外での宗教的な集会は、宗教的礼拝及び奉仕の実施に限られる。 

 

ク COVID-19 以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、

規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者（2 親等）のみに限定されることを条件

として許可される。 

 

ケ 局所（細分化された）ロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記

３（２）エで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100％の定員

または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。 

 

コ  政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも 20％の現場能力を遵守する。 

 

（３）警戒レベル３の都市／地域は、次のプロトコルを遵守する。 

 ア LGU によって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は

許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース（RIATF）の監視、評価の対象となるが、警

戒レベル４の規定ほど厳密ではない。 

 

 イ 地域間の移動は、目的地の LGU にて課される規則に従って許可される。 

 

 ウ 屋外運動は、併存疾患、ワクチン接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。 

 

 エ 局所（細分化された）ロックダウン下にある領域を除き、以下の施設または活動は、最大

30％の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所

は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の 10％を超えて追加営業

することが許可される。 

a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショーや展



示。 

b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。 

c. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリング

場などの屋内レクリエーション施設。 

d. IATF によって承認された屋内での対面検査。 

e. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施設の運

営。 

f. 対面の宗教集会。 

g. COVID-19 以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会。 

h. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーテ

ィー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワー、車列、近親者

以外の住居での集会などの社交イベント。 

i. レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内外の食事サービス。 

j. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはその他の

屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。 

k. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・クリニ

ック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・サロン、ネイルスパ、

リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同

様の施設を含むパーソナル・ケア・サービス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含

むマッサージ療法。また、日焼けサービス、ボディピアス、タトゥー、および同様のサービスを

提供する施設も含む。 

 

オ 映画館などの屋内娯楽施設、カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場など

のライブパフォーマーがいる会場、屋外および屋内の遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリ

ヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り物などの子供向け遊園地は禁止される。 

 

カ 局所（細分化された）ロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記

３（３）エで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100％の定員

または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。 

 

キ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも 30％の現場能力を遵守する。 

 

（４）警戒レベル２の都市／地域は、次のプロトコルを遵守する。 

 ア LGU によって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は

許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース（RIATF）の監視、評価の対象となるが、警

戒レベル４の規定ほど厳密ではない。 



 

 イ 地域間の移動は、目的地の LGU にて課される規則に従って許可される。 

 

 ウ 屋外運動は、併存疾患、予防接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。 

 

 エ 局所（細分化された）ロックダウン下にある領域を除き、以下の施設または活動は、最大

50％の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所

は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の 10％を超えて追加営業

することが許可される。 

a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショーや展

示。 

b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。 

c. カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場、映画館などのライブパフォーマ

ーがいる屋内エンターテイメントの会場。 

d. 遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り物など

の子供向け遊園地。 

e. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリン

グ場などの屋内レクリエーション施設。 

f. 全てのレベルでの屋内に限られた対面クラス、対面試験、およびその他の教育関連の活動。 

g. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施設の運

営。 

h. 対面の宗教集会。 

i. COVID-19 以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会。 

j. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーティ

ー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワー、車列、肉親以外

の者との住居での集会などの社交イベント。 

k. レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内外の食事サービス。 

l. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはその他の

屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。 

m. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・クリ

ニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・サロン、ネイルス

パ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他

の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設

を含むマッサージ療法。また、日焼けサービス、ボディピアス、タトゥー、および同様のサービ

スを提供する施設も含む。 

 



オ 局所（細分化された）ロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記

３（４）エで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100％の定員

または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。 

 

カ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも 50％の現場能力を遵守する。 

 

（５）警戒レベル１の都市／地域は、次のプロトコルを遵守する。 

 ア LGU のそれぞれの RIATF の監視、観察、および評価の対象となる可能性がある、閉鎖、

混雑、または密接な接触を可能にする活動およびスペースに対する合理的な制限を除いて、人の

移動は許可される。 

 

イ 局所（細分化された）ロックダウンの対象となる地域を除き、すべての施設、人、活動は、

最低限の公衆衛生基準に準拠している限り、完全な定員/座席数の能力で運営、作業、または実

施することが許可される。 

 

４ 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニテ

ィ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制（検査・検疫措置を含む。）等に関

する最新情報に引き続き注意してください。 

  

【関連情報】 

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース（IATF） 

・NCR における COVID-19 対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイ

ドライン 

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210913-Certified-

Guidelines-for-Pilot-Areas.pdf  

 

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス（PCOO） 

・パイロット実施中、NCR はアラートレベル 4 になる 

https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-to-be-under-alert-level-4-during-policy-shift-

pilot/  

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●日本外務省・海外安全ホームページ（感染症危険情報：フィリピン） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0  

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル３：渡航は止めてくだ

さい（渡航中止勧告）」が発出されています。 

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210913-Certified-Guidelines-for-Pilot-Areas.pdf
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210913-Certified-Guidelines-for-Pilot-Areas.pdf
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-to-be-under-alert-level-4-during-policy-shift-pilot/
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-to-be-under-alert-level-4-during-policy-shift-pilot/
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-


 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信さ

れております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさ

るか、「たびレジ」登録をお願いします。 

 在留届・たびレジ登録：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/  

 

（問い合わせ窓口） 

○在セブ日本国総領事館 

 住所：7th floor，Keppel Center，Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.，Cebu 

Business Park，Cebu City  

 電話：（市外局番 032）231-7321  

 FAX：（市外局番 032）231-6843 

 ホームページ： https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/

